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２９墨総法第１９４号 

 

裁   決   書 

 

 

東京都墨田区●●●●●●●●●●●●●  

審査請求人        ●●●●●●●●● 

 

処 分 庁        墨田区福祉事務所長 

 

 審査請求人が平成２９年２月２８日に提起した、処分庁による平成２９年２月１

０日付けで審査請求人に対して行った保育所利用承諾保留処分（保育施設利用調整

結果通知書によるもの。以下「本件処分」という。）に係る審査請求について、次

のとおり裁決する。 

 

 

主   文 

 

本件審査請求を棄却する。 

 

事案の概要 

 

 本件は、審査請求人による保育所の転所申込み（平成２８年１１月２６日付け保

育施設（入所・転所）申込書によるもの。）について、処分庁が利用調整を行った

結果、平成２９年２月１０日付けで同年４月の転所を保留することと決定した保育

所利用承諾保留処分を不服とし、同年２月２８日（審査請求書の日付は２７日）に

審査庁に対して審査請求があったものである。 

 本件処分の理由について、処分庁は、平成２９年２月１０日付け保育施設利用調
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整結果通知書において「希望者が入所予定数を超えており、利用調整の結果、入所

できないため」とする一方、審査請求人が提出した保育施設（入所・転所）申込書

は平成２９年１２月の入所選考まで有効であり、その間に希望する保育施設に空き

が生じた場合、利用調整の対象となる旨を明示している。このことからすれば、本

件処分は保育所利用承諾に係る一部拒否処分と解することが相当である。 

 

審理関係人の主張の要旨 

 

 １ 審査請求人の主張 

   審査請求人は、審査請求書（平成２９年２月２７日付け）において以下のと

おり主張し、本件処分を取り消し、保育所利用承諾の決定をするよう求めてい

る。 

  ⑴ 本件児童について、いかなる理由で入所保留となったのか明らかでなく、

行政手続法（平成５年法律第８８号）第８条に違反する。この点、本件処分

の通知書には、抽象的な理由の記載しかないため、入所承諾をされた児童と

本件児童との入所に関わる具体的な差を明らかにしてほしい。 

  ⑵ 本件児童は保育を必要とする児童であるにもかかわらず、入所（転所）保

留となると、兄弟姉妹が同じ保育所に入所承諾をされた児童との間で不平等

が生じる。 

    また、審査請求人らも姉妹が同じ保育所を利用する権利を侵害され、姉妹

の送迎に多くの時間を要するほか、姉妹が通う保育所ごとに保護者会、発表

会等が別々に開催されるため、その都度休みを取得しなければならず、就労

時間の制約を受ける。 

   これらのことから、本件処分は、憲法第１３条、第１４条及び第２５条並び

に児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第２４条第

２項、第３項及び第７項に違反する。 

 ２ 処分庁の主張 

   処分庁は、弁明書（平成２９年３月２３日付け）及び審理員の質問書に対す
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る回答書（同年５月２日付け）並びに口頭による説明（同年１０月１８日聴取）

において以下のとおり主張し、本件処分に違法又は不当な点はないため、審査

請求は棄却されるべきであるとする。 

  ⑴ 行政手続法第８条違反について 

    本件処分は、現実にある保育所の入所定員に比較して、保育を必要とする

児童が複数いたため、墨田区保育所等の利用調整等に関する規則（平成２７

年墨田区規則第２１号。以下「区規則」という。）第５条第１項に規定する

別表第１の利用調整基準及び別表第２の優先順位に基づき、利用調整を行っ

たものである。本件処分の通知書には「希望者が入所予定数を上回ったため」

という入所保留の理由を明記していることから、本件処分に違法又は不当な

点はない。 

    なお、入所（転所）の申込みがあったときは、区規則第５条の規定に基づ

き算定した指数の高い児童から順に内定者としているが、内定者の指数がど

の項目に該当し算定されたものか、その構成を明示することは、特に募集人

数が少ない場合は個人を特定することが可能になるおそれがあるため、個人

情報保護の観点から妥当ではない。 

    また、判例等に示された「処分庁の判断の慎重、合理性を担保してその恣

意を抑制するとともに、処分の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を

与える」という行政手続法第８条の趣旨に照らしても、本件処分に違法又は

不当な点はない。 

  ⑵ 憲法第１３条、第１４条及び第２５条並びに法第２４条第２項、第３項及

び第７項への違反について 

    前述のとおり、現実にある認可保育所の入所定員に比較して保育を必要と

する児童が複数いる場合には、その全員に対して保育することは不可能であ

る。このような場合、保育を受ける必要性が高いと認められる児童から順次

保育せざるを得ず、また、法附則第７３条第１項の規定により読み替えて適

用する法第２４条第３項及び児童福祉法施行規則（昭和２３年厚生省令第１

１号。以下「省令」という。）第２４条においても、保育を受ける必要性が
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高いと認められる児童が優先的に利用できるよう、利用調整することを認め

ている。このことは、公正性の観点から妥当というべきであり、本件処分に

違法又は不当な点はない。 

    また、姉妹が同じ保育所を利用できないことと就労時間に制約を受けるこ

とには、事実上一定程度の因果関係があるとしても、それは本件処分による

間接的な影響であり、法律上の因果関係は認められず、当該主張は前提を欠

くものであるため、理由がない。 

 

理   由 

 

 １ 本件の争点 

   審査請求人が本件処分を違法とする理由の要旨は、 

  ⑴ 本件児童について、本件処分の通知書には、抽象的な理由の記載しかなさ

れておらず、いかなる理由で入所保留となったのか明らかでなく、行政手続

法第８条に違反している。 

  ⑵ 本件児童は、保育を必要とする児童であるにもかかわらず、入所（転所）

保留となると、兄弟姉妹が同一保育所に入所承諾をされた児童との間で不平

等を生じる。また、審査請求人らも姉妹が同じ保育所を利用する権利を侵害

され、送迎に多くの時間を要するし、別々に開催される行事等によって、休

みを多く取得しなければならず、就労時間の制約を受ける。よって本件処分

は、憲法第１３条、第１４条及び第２５条並びに法第２４条第２項、第３項

及び第７項に違反している。 

   の２点である。そこで、順次上記の争点につき検討する。 

 ２ 本件処分は行政手続法第８条に違反するか 

  ⑴ 行政手続法第８条第１項本文は、「行政庁は、申請により求められた許認

可等を拒否する場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなけ

ればならない。」と規定し、同条第２項は「前項本文に規定する処分を書面

でするときは、同項の理由は、書面により示さなければならない。」と規定
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している。この規定の趣旨は、①処分庁の判断の慎重・合理性を担保してそ

の恣意を抑制するとともに、②処分の理由を相手方に知らせて不服申立てに

便宜を与える、というものである。 

  ⑵ 同条第１項本文は、「理由を示さなければならない。」とするだけで、ど

の程度の理由を示せば足りるのかは明確ではない。この点、最高裁の判例

（昭和６０年１月２２日判決／民集３９巻１号１頁等）は、旅券発給拒否処

分に関し、「いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して一般旅券の

発給が拒否されたかを、申請者においてその記載自体から了知しうるもので

なければならず、単に発給拒否の根拠規定を示すだけでは、それによって当

該規定の適用の基礎となった事実関係をも当然知りうるような場合を別とし

て、・・・理由付記として十分でないといわなければならない。」としてい

る。 

    その一方で、処分の性質により、理由の記載が一定の抽象化した内容とな

ることはやむを得ないとする判例（大阪高裁平成２５年７月１１日判決）も

ある。 

  ⑶ 本件のような保育所の利用調整に係る処分は、申請に対し、一定の審査基

準に従って、申込みをした各保護者の指数を比較し、指数がより高い者が優

先されるのであり、処分の過程において他者との比較を伴う性質を有し、か

つ希望する複数の保育所において各々利用承諾に必要な指数は異なるという

特質がある。 

  ⑷ 本件についてみれば、区規則第５条第１項では、「申込みがあったときは、

別表第１に定める利用調整基準に基づき算定した指数が高い児童から順に保

育の利用に係る優先順位を決定するものとする。この場合において、当該指

数が同一である児童が複数ある場合は、別表第２に定める順位により保育の

利用に係る優先順位を決定するものとする。」と規定しており、客観的指標

が明示されている。 

    また、利用調整の方法については、あらかじめ本件申込案内書において、

利用調整基準に従い指数の高い世帯から利用調整を行うこと、具体的な利用
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調整基準（①基準指数、②調整指数、③優先順位）を明示し、本件処分の通

知書において「希望者が入所予定数を超えており、利用調整の結果、入所で

きないため」と記載している。そうだとすれば、審査請求人においては、本

件申込案内書に記載の利用調整基準に基づいて処分が行われ、指数や優先順

位が高い児童が内定したことは十分に了知可能であり、処分の理由を知らせ

て不服申立てに便宜を与えるという行政手続法第８条の目的を果たしていな

いとまではいえない。 

  ⑸ 確かに、各自の指数や同一指数の場合の優先順位の比較状況を記載するこ

とが、申込者においてどのような事情で入所決定がなされなかったのかを知

るためには望ましいといえる。しかしながら、保育所への入所申込みがなさ

れ、これについて利用承諾保留処分がなされた場合に、申込者に早期に別の

保育施設を探す時間を与えるためには、審査及び通知について処分庁の迅速

な事務処理が必要である。 

    また、保育所の入所希望者全員について、各自の指数や同一指数の場合の

他者との優先順位の比較状況を詳細に記載することは、他の児童の養育状況

や保護者の勤務状況等プライバシーに係る具体的事情を明示することとなり、

個人情報保護の観点から適切ではない。 

    他方で、従前より各保育所の定員はその申込案内書に、申込者数や倍率は

ホームページ上で公表されており、申込者が窓口を訪れれば、自己の指数や

他者との比較情報は口頭で開示されるのであるから、申込者において自己の

利用承諾保留処分の理由を了知することは可能である。 

  ⑹ 以上のように、本件処分が抽象的な理由の記載にならざるを得ない一方で、

審査請求人が理由を知り得る機会が設けられていることなどを総合的に判断

すれば、本件処分は行政手続法第８条に違反しているとはいえず、また、不

当ということもできない。 

 ３ 憲法第１３条、第１４条及び第２５条並びに法第２４条第２項、第３項及び

第７項への違反について 

  ⑴ 憲法第１３条違反について 
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    憲法第１３条は、いわゆる幸福追求権を定めたものであるが、同条は包括

的、一般的な基本権を定めた規定であるから、審査請求人が希望するように

兄弟姉妹が同じ保育所へ入所することができなかったとしても、そのことを

もって直ちに同条の違反となるものではない。 

  ⑵ 憲法第１４条違反について 

    憲法第１４条にいう法の下の平等は、絶対的平等を定めたものではなく、

恣意的な差別は許されないが、社会通念から見て合理的である限り、取扱い

に差違が生じても平等原則の違反には当たらないとされる。そして、前記の

とおり、保育所の利用希望者がその定員を超過する場合、一定の客観的基準

に基づいてその利用調整を図ることは、公平の観点からも相応の合理性が認

められる。 

    したがって、かかる利用調整制度の適用に伴って保育所への入所の優先順

位に差が生じ、兄弟姉妹が同じ保育所に入れないことがあったとしても、そ

れは制度自体のやむを得ない結果であって、それをもって法の下の平等に反

するとはいえないから、憲法第１４条に違反するものではない。 

  ⑶ 憲法第２５条違反について 

    憲法第２５条は、いわゆる生存権として福祉国家の理念に基づく国家の責

務を宣言した条項であり、子どもの保育に関しては、法その他子どもの保育

に関する法令により具体化されているところ、現に限られた保育所の利用に

関し、関係法令及び区規則に定める利用調整基準に基づいて利用調整を図る

ことは、公平性を担保する上でやむを得ないところである。 

    したがって、審査請求人やその夫において、本件処分の影響により就労上

の困難を受け、経済的な不利益を被ることがあったとしても、それは法令の

適正、公平な適用から派生する結果であって、そのことをもって憲法第２５

条が定める生存権を侵害したということはできないから、本件処分の効力を

左右するものではない。 

  ⑷ 法第２４条第２項、第３項及び第７項違反について 

   ア 審査請求人は、本件処分が入所保留としているにもかかわらず、必要な
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保育を確保するための措置を怠っていることは、法第２４条第２項に違反

すると主張する。 

     しかし、それが本件処分の違法性や不当性自体を問題とするものではな

く、本件処分後の処分庁の対応の不備を理由に遡って本件処分の取消しを

求めているものと解するなら、その主張には無理がある。 

     また、法第２４条第２項は、市町村に保育所以外の認定こども園等を活

用することにより必要な保育を確保するよう措置すべき一般的な義務を課

したものではあるが、保育所の利用希望者に同園等における保育を確保す

るための具体的な地位や権利を付与したものではないから、いずれにして

も、本件処分が法第２４条第２項に違反するとの主張には理由がない。 

   イ 審査請求人は、本件処分は法第２４条第３項に違反すると主張する。保

育の需要に応ずるに足りる保育所等が不足している場合には、その利用に

ついて調整を行うことはやむを得ないことであり、法第２４条第３項はそ

の利用調整の権限を市町村に付与したものである。利用調整の方法につい

て、省令第２４条は、「保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保

育を受ける必要性が高いと認められる児童が優先的に利用できるよう、調

整するものとする。」と定め、それを受けて区規則第５条第１項は、保育

の必要性を指数化するなどして客観的かつ公正な方法により、保育の必要

性が高い児童が優先的に利用できるよう方策を立てたものであって、本件

処分は上記法令ないし客観的基準にのっとってなされたものであるから、

何ら違法性はない。 

   ウ 審査請求人は、本件処分は法第２４条第７項に違反していると主張する。

その主張が本件処分の違法性や不当性自体を問題とするものではなく、本

件処分後の処分庁の対応の不備を理由に遡って本件処分の取消しを求めて

いるものと解するなら、上記アと同様にその主張には無理があるといわざ

るを得ない。 

     もとより同条第７項は、客観的かつ公正な基準により利用調整が行われ

ることを前提として、市町村に対し、地域の実情に応じた体制の整備を行
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う一般的な義務を課しているが、同項は必ずしも申込者全員に対してその

希望する保育所のいずれかに入所できるような具体的な権利を保障したも

のではない。 

     墨田区では、継続的かつ安定的な保育サービスの提供を目指し、保育所、

認定こども園、家庭的保育事業等の整備を行っており、年々定員は拡充さ

れている。 

     したがって、本件処分が法第２４条第７項に違反するとの審査請求人の

主張には理由がない。 

 ４ 上記以外の違法性又は不当性についての検討 

   他に本件処分に違法又は不当な点は認められない。 

 ５ 結論 

   以上のとおり、審査請求人の申立ては、いずれも理由がないから、行政不服

審査法第４５条第２項の規定により、主文のとおり裁決する。 

 

平成３０年１月１７日 

 

審査庁  墨田区長  山  本    亨    

 

１ この裁決については、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して６

か月以内に、墨田区を被告として（訴訟において墨田区を代表する者は墨田区長

となります。）、裁決の取消しの訴えを提起することができます。 

  ただし、この裁決の取消しの訴えにおいては、不服申立ての対象とした処分が

違法であることを理由として、裁決の取消しを求めることはできません。 

  処分の違法を理由とする場合は、この裁決があったことを知った日の翌日から

起算して６か月以内に、墨田区を被告として（訴訟において墨田区を代表する者

は墨田区長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。 

２ ただし、上記の期間が経過する前に、この裁決があった日の翌日から起算して

１年を経過した場合は、裁決の取消しの訴えや処分の取消しの訴えを提起するこ
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とはできなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの裁決

があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても裁決の取消しの訴え

や処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。 

 

 

 

 

 本書は、裁決書の謄本である。 

   平成３０年１月１７日 

                    墨田区長  山  本    亨    

 

 


